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研究要旨 

旧研究班（厚⽣労働科学研究費補助⾦・政策科学総合研究事業（倫理的法的社会的課題研
究事業）「医療におけるＡＩ関連技術の利活⽤に伴う倫理的・法的・社会的課題の研究」）
による「平成３０年度 総括・分担研究報告書」で触れられているように、医療における AI
とは Augmented Intelligence を指すという理解が主流になりつつある。アメリカ医師会
（AMA）の声明、世界医師会（WMA）の声明、⽇本における AI に関する実質的な位置づ
け等を踏まえると、医療の⽂脈において AI を語る場合には、⼈⼯知能（Artificial Intelligence）
ではなく、拡張機能（Augmented Intelligence）として位置づけ概念化するとともに、それを
共通⾔語ないし共通理解として普及させる必要がある。 

 
 
Ａ．⽬的 
 旧研究班（厚⽣労働科学研究費補助⾦・政策科学総合研究事業（倫理的法的社会的課題研
究事業）「医療におけるＡＩ関連技術の利活⽤に伴う倫理的・法的・社会的課題の研究」）
による「平成３０年度 総括・分担研究報告書」では、主に診断⽀援の観点から、医療にお
ける AI の利活⽤に関連する倫理的・法的・社会的課題が探索的に検討され、整理されてい
る。本稿の⽬的はこの整理を踏まえながら、当時そこでは扱えなかった資料や⽂献等に加え、
それ以降の新しい資料や⽂献等もカバーしつつ、医療における「AI」の位置づけ問題に⽴ち
返り再検討を加えたい。 

 
Ｂ．研究⽅法 
（倫理⾯への配慮） 
調査の過程で偶然に得た個⼈情報などについては、報告書その他の公表において個⼈が特
定できないようにし、さらに、守秘を尽す。ただ、基本的には、公知の情報を扱っており、
倫理⾯での対応が求められる場⾯⾃体が相当に限定される。 
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Ｃ．研究結果 
1. 拡張機能としての AI再訪 

2018 年６⽉にアメリカ医師会（AMA）は「医療における拡張知能（Augmented Intelligence 
in Health Care）」という声明（H-480.940）を出した1。この声明は、旧研究班（厚⽣労働科
学研究費補助⾦・政策科学総合研究事業（倫理的法的社会的課題研究事業）「医療における
ＡＩ関連技術の利活⽤に伴う倫理的・法的・社会的課題の研究」）の「平成３０年度 総括・
分担研究報告書」でも取り上げられ、以下のように紹介されている（なお、⽇本語での要約
は 75⾴に掲載されている）。 

 
AMA は AI を「⼈⼯知能」（artificial intelligence）としてではなく、「拡張機能」（augmented 
intelligence）として位置づける。その説明として、「AI」が医療において求められる
こと・可能なことは、「医療の⾃動化」ではなく、医師である⼈間の動作・判断の⽀
援、⼈間の知能の拡張にこそ重点があるからだとする（「医師の存在⾃体は置き換え
られない。医師と AI との連携でよりよいケアが達成できる。しかし、医師による治
療に統合される機会が増える中、設計、評価、実践の各段階における問題に正⾯から
向き合う必要がる」）【p.15】 

 
この AMA の声明については、例えば Crigger と Khory（2019 年）が「AI を医療に適切な仕
⽅で組み⼊れるための２つの基本的な規範的条件」に焦点を当てるものとして、次のように
説明している。 

 
第⼀に、医療における AI（health care AI）は、医療の専⾨家の臨床的判断を補強（augment）
するツールであって、それに取って代わったり覆したりする技術でないものとして理
解されるべきである（下線は筆者による）。第⼆に、医療における AI の開発は、個
別の具体的な応⽤のデザインや評価、患者のプライバシー保護の問題、熟慮を経た臨
床での利活⽤について細⼼の注意を払うべきである2。 

 
かくして、AMA の声明及びその補⾜説明において主張されているように、医療における AI
は「⼈⼯知能」ではなく「拡張機能」として位置づけるべきとされている。そこでは、拡張
機能としての AI を利活⽤するとしても、最終的な臨床的判断を下し、その判断から帰結す
ることに何らかの責任を負うのは、基本的には従来通り、⽣⾝の「医療の専⾨家」であると
考えられている。 
 AMA による声明が出た翌年 2019 年 10 ⽉には、世界医師会（WMA）も AI に関する声明
を公開した（本報告書の資料編にある資料１を参照のこと）。この声明は第 70回WMA ト
ビリシ総会にて採択され、「医療における拡張機能（Augmented Intelligence in Medical Care）
に関する WMA の声明」という（AMA のものと同じ）タイトルで公表された。WMA はこ
の声明のなかで、「AI ならびに機械学習という考えは医療機関にとってすぐさま魅⼒的な
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ものとなったが、明確な定義が与えられることなく⽤語が使⽤されることが多い」と指摘し
つつ、以下のように主張している3。 

 
医療の⽂脈でのより適切な⽤語は「拡張機能（augmented intelligence）」である。AIシ
ステムが⼈間による意思決定と共存するよう意図されたものであることを考慮すれ
ば、この別の概念化の⽅がそうしたシステムの⽬的をより正確に表すことになる。し
たがって、本声明においては、AI とは拡張機能を指す（Ibid.）。 

 
このように、WMA も AMA と同様、医療における AI とは「拡張機能」であると明確に位
置づけている。 

 
2. ⽇本の医療における AI再考 

 他⽅、例えば総務省・⽂部科学省・経済産業省が合同で 2016 年 4 ⽉に⽴ち上げた「⼈⼯
知能技術戦略会議」、あるいは⼈⼯知能学会（1986 年 7 ⽉設⽴）やその「⼈⼯知能学会倫
理指針」（2017 年 2 ⽉ 28 ⽇）を⾒ても分かるように、AI と⾔えば、⽇本ではこれまで「⼈
⼯知能としての AI」が念頭に置かれてきたと⾔える4。とはいえ、医療の⽂脈も含め、⽇本
において AI が語られる場合にも、実質的には拡張機能としての AI が含意されてきたと解
釈することも可能である。ここではこの点について経緯を確認しながら簡単に整理したい。 

まず、2018 年 4 ⽉ 25 ⽇に、内閣府において「⼈間中⼼の AI 社会原則検討会議 運営要
綱」が制定された（同会議は翌 5 ⽉に設置）。この要綱の中で、本会議の主要な⽬的のひと
つとして「AI をより良い形で社会実装し共有するための基本原則となる⼈間中⼼の AI 社会
原則（Principles of Human-centric AI society・・・）を策定」することが掲げられている5。本
要綱では AI⾃体の定義は与えられておらず、また「⼈⼯知能」という⾔葉が散⾒されるよ
うに、AI＝⼈⼯知能として（意識的であれ無意識的であれ）位置付けられていると解釈でき
そうである。 
次に、この検討会議は、2019 年 2 ⽉より「⼈間中⼼の AI 社会原則会議」へと名称を変え、
引き続き当該の原則について検討が進められた。その結果、同年 3 ⽉ 29 ⽇には「⼈間中⼼
の AI 社会原則」が決定され公開されるに⾄った6。そこでも「この⽂書における中⼼的課題
である AI（Artificial Intelligence, ⼈⼯知能）の定義については研究者によっても様々な考え
⽅があり、現在のところ明確な定義はない」（p.1）と但し書きがある⼀⽅で、少なくとも⽤
語上は AI を「⼈⼯知能」として説明する傾向は続いている。しかし、「社会（特に、国な
どの⽴法・⾏政機関）が留意すべき AI 社会原則」の内実を⾒れば、⼈⼯知能としての AIだ
けでなく、拡張機能としての AI もその射程に⼊っていることが分かる（p.8）。7 つの AI 社
会原則のうち「⼈間中⼼の原則」では、以下のように説明されている（⼀部抜粋）： 

 
AI は、⼈々の能⼒を拡張し、多様な⼈々の多様な幸せの追求を可能とするために開発
され、社会に展開され、活⽤されるべきである・・・。 
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l AI は、⼈間の労働の⼀部を代替するのみならず、⾼度な道具として⼈間
を補助することにより、⼈間の能⼒や創造性を拡⼤することができる。 

l AI の利⽤にあたっては、⼈が⾃らどのように利⽤するかの判断と決定を
⾏うことが求められる。AI の利⽤がもたらす結果については、問題の特
性に応じて、AI の開発・提供・利⽤に関わった種々のステークホルダー
が適切に分担して責任を負うべきである（p.8） 

 
ここで着⽬して欲しいのは筆者が追加した下線部である。それらを⾒れば、AI（⼈⼯知能）
は、(1)⼈間の労働の全部分を代替するわけではないこと、(2)⼈間を補助すること、(3)⼈間
が AI の利活⽤についての判断や責任の主体であることが含意されていると分かる。これは、
完全に合致するとまでは⾔えないかもしれないが、先に⾒た AMA や WMA の声明における
AI の位置づけと重なりそうである。すなわち、⽇本では AI は「⼈⼯知能」と表記される傾
向にあるけれども、少なくとも⽇本政府による AI の位置づけに限って⾔えば、「⼈間中⼼」
という⾔葉にも含意されているように、むしろ「拡張機能としての AI」として扱われてい
ると⾔えそうである。 

最後に、この解釈は、⽇本の医療における AI をめぐる議論を⾒ればさらに裏づけられる。
2017 年、厚⽣労働省のバックアップで「AI等の ICT を⽤いた診療⽀援に関する研究」（研
究代表者：東京⼤学医科学研究所 横⼭和明助教）が実施され、報告書が公開された7。その
研究結果の主なものは以下の通りである（「研究要旨」からの抜粋）： 

 
1) AI は診療プロセスの中で医師主体判断のサブステップにおいて、その効率を
上げて情報を提⽰する⽀援ツールに過ぎない。 

2) AI には知識量の制約がなく、医師主体判断のサブステップにおいて、医師にデ
アイアスによる気づきを与え得る。AI と医師との協働は医療の質向上に有⽤
であると考えられる。 

3) AI の推測結果には誤りがあり得るが、判断の主体である医師が AI を⽤いた診
療の責任を負うべきである。その前提として医師に対して AI についての適切
な教育を⾏うべきである。 

4) 本邦における AI による診療⽀援研究はまだ萌芽期段階である事、判断の主体
は少なくとも当⾯は医師である事実を鑑みると、その規制の議論は時期尚早で
ある。寧ろ保険医療分野における AI 開発に関わる医師および研究開発者など
の⼈材育成と公的な⽀援体制の整備の⽅が優先されるべきである。 

 
下線部（筆者による）に着⽬すると、(1) AI は⽀援ツールであること、(2)AI と医師との協
働が⼤事であること、(3)臨床的判断の主体は医師でありその責任も医師が負うべきである
ことが述べられている。これら(1)から(3)の主張は AMA や WMA の声明とも合致しうる点
であり、したがってまた、「拡張機能」として AI を位置づけることになるだろう。その⼀
⽅で、(4)臨床的判断の主体が将来的には AI になる可能性もあることを⽰唆する点には異論
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の余地が残るように思われる。この点については、2018 年 12 ⽉ 19 ⽇付けの厚⽣労働省医
政局医事課⻑通知「⼈⼯知能（AI）を⽤いた診断、治療等の⽀援を⾏うプログラムの利⽤と
医師法第 17条の規定との関係について」、ならびに「医師が AI を活⽤し判断した場合の責
任の所在について」議論が交わされた厚⽣労働省 保険医療分野 AI 開発加速コンソーシア
ム第 4回会議で扱われている8。後者では、「⼈⼯知能（AI）を⽤いた診断・治療⽀援を⾏
うプログラムを利⽤して診療を⾏う場合」についても、①「診断、治療等を⾏う主体は医師
である」こと、②「医師がその最終的な判断の責任を負う」こと、最後に③「医師でなけれ
ば、医療をなしてはならない」と規定している医師法第 17条を踏まえて「当該診療が医師
法第 17条の医業として⾏われる」ことが明記されている。こうした議論も考慮すると、AMA
や WMA と同様に、⽇本の医療においても「拡張機能としての AI」という位置づけが（明
⽰的であるかどうか問わず）⽀持されていると⾔えるのではなかろうか。 

  
Ｄ. 考察 
 特に AMA や WMA の声明を踏まえると、「⼈⼯知能（Artificial Intelligence）」と「拡張
機能（Augmented Intelligence）」は、研究倫理における「治療」と「研究」の区別のように、
概念的に峻別されるべきである。つまり、両者が現実問題として区別し難いとしても、規範
的な要請として両者は区別して扱うべきである。実は、このような概念的区別は医療の⽂脈
に限った話ではない。例えば、稲葉振⼀郎ら編『⼈⼯知能と⼈間・社会』（勁草書房 2020
年）では以下のような区別が⾒られる： 

 
⼈⼯知能の研究は AI と IA のときに対⽴する関係として進んできた。AI は Artificial 
Intelligence の略称であり、⼈間に置き換わる知的能⼒を持つソフトウェアを意味する。
⼀⽅、IA は Intelligence Assistance あるいは Intelligent Amplifier の略称であり、⼈間の
知的能⼒を⽀援あるいは拡張するためのソフトウェアを意味する（p.4）9 

 
先の引⽤における Artificial Intelligence（AI）と Intelligence Assistance（IA）の区別に基づい
て再整理すると、AMA や WMA の⾔う Augmented Intelligence（拡張機能）は前者ではなく
後者の「⼈間の知的能⼒を⽀援あるいは拡張するためのソフトウェア」に分類できる。 

さらに、企業による AI 開発の⽂脈においても、⼈⼯知能としての AI と拡張機能として
の AI が区別されている。例えば、林晋⽒の「AI と社会の未来—労働・グローバライゼーシ
ョンの観点から—」（2017 年 11 ⽉）よれば、「⽶国の AI スタートアップの多くは、AI を
専⾨的労働者の能⼒を⾶躍的に⾼めるパワードスーツ Augmented Intelligence として理解
しており、その理念に基づいてビジネスを展開」しているようだ（p.1）10。また、同じく林
⽒が海外の AI 開発企業を対象に⾏ったインタビュー調査によれば、「Not replace it, but 
augment it（我々は、⼈知を AI で置き換えようとしているのではない）」という発⾔があっ
たそうである（p.14）。こうした調査をまとめて、林⽒はこう述べている： 
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AI は、⼈間と離れて、⼈間の様に存在するものではなく、⼈間に寄り添い、それをサ
ポートするものなのである。その様に考えれば、AI とは、⼈⼯知能 Artificial Intelligence 
でなく拡張知能、あるいは、強化された知能 Augmented Intelligence としての⼈間を実
現するためのツールであることになる（p.14） 

 
Augmented Intelligence としての AI という理解は IBM も共有している。IBM のウェブサイ
トでは以下のような説明も⾒られる： 

 
⼀般的に AI というと「Artificial Intelligence （⼈⼯知能）」を意味しますが、IBM で
は AI を「Augmented intelligence（拡張知能）」と捉え、「⼈間の知識を拡張するコン
ピュータの仕組み」と定義しています。それは、IBM が提供している AI が汎⽤⼈⼯
知能（AGI：artificial general intelligence）ではなく「⼈間を助ける技術」を集約したも
のだからです11。 

 
このように、AMA や WMA の⾔う「拡張機能」としての AI（あるいは⽇本政府の⾔う「⼈
間中⼼」の AI）という理解は、医療分野だけに限られるわけではない。 
 しかし、医療専⾨職という視点から眺めると、AMA や WMA の声明のように、医療分野
だからこそ、⼈⼯知能としての AI と拡張機能としての AI を峻別し、医療における AI は後
者に限定されるべきだと強調する必要性もあるだろう。なぜなら、先述した医師法第 17条
をはじめとして、臨床的判断（診断）の主体とその責任の所在のあり⽅については、医療に
おける AI導⼊の議論が始まって以来、物議を醸してきた問題だからである（本研究班の「平
成３０年度 総括・分担研究報告書」も参照のこと）。この問題については、英国の Babylon 
Health 社のスマートフォンアプリに代表されるような、AI 技術を⽤いたアプリによるプリ
ポスピタルトリアージや症状のチェックは、「⽇本のように医師以外が診察するのは法律に
反するので診断ではなくて、あくまでも確率に基づいた助⾔である」という位置付けも想起
される12。これは、本研究班がロンドンの Babylon Health 本社に訪問しインタビューした時
に、当社の担当者による説明であるが、やはり AI は医師に代わって診断するわけではなく、
あくまでも「確率に基づいた助⾔」を与えるだけだと主張されている（本研究班の「令和２
年度 総合研究報告書」を参照のこと）。 
こうした問題ならびに本稿で確認した AI の位置付けに関する国内外の動向に鑑みれば、⽇
本の医療の⽂脈においても、AI は Augmented Intelligence のことを指し、「⼈⼯知能」では
なく「拡張機能」としての AI として明確に位置づける必要がある。とりわけ、⼈⼯知能と
しての AI が「シンギュラリティ（技術的特異点）」と共に語られてきたことも考慮すると、
医療における AI を「⼈⼯知能」として語ることは避けるべきである。 

 
Ｅ．結論 

アメリカ医師会（AMA）の声明、世界医師会（WMA）の声明、⽇本における AI に関す
る実質的な位置づけ等を考慮すると、医療の⽂脈において AI を語る場合には、シンギュラ
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リティ等と結びつけて語られてきた⼈⼯知能（Artificial Intelligence）ではなく、拡張機能
（Augmented Intelligence）として位置づけ概念化するとともに、それを共通⾔語ないし共通
理解として普及させる必要がある。海外と⾜並みを揃えて⽇本においても今後、少なくとも
医療の⽂脈においては、AI と⾔えば Augmented Intelligence のことであり、またそれは「拡
張機能」を意味するものとして定着していくことが期待される。この理想的な状態に⾄るた
めの第⼀歩は、医療の⽂脈においては「AI（⼈⼯知能）」や「⼈⼯知能（Artificial Intelligence）」
という表現を原則⽤いないことである。 

 
Ｆ．研究発表 
� 特になし 

 
Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む。） 
１．特許取得 特になし 
２．実⽤新案登録 特になし 
３．その他 特になし  
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